
一
般
国
道

道
路
の
種
類

第

五

百

二

十

六

号

令

和

六

年

九

月

十

七

日

四
百
十
七

号 路
線
名

大
垣
市
河
間
町
五
丁
目
五
〇

七
番
五
地
先
か
ら

同

市
池
尻
町
字
小
島
一
二

七
二
番
地
先
ま
で

大
垣
市
河
間
町
五
丁
目
五
一

二
番
五
地
先
か
ら

同

市
池
尻
町
字
小
島
一
二

七
二
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
七
一
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
七
二

公

示

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

(

畜
産
振
興
課)

三
七
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

可
茂
農
林
事
務
所)

三
七
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
九
月
十
七
日



次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 526 号 岐 阜 県 公 報 令和６年９月17日 ( 372 )

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

赤

坂

垂

井
線

路
線
名

区

間

大
垣
市
池
尻
町
字
小
島
一
二

〇
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
一

九
四
番
五
地
先
ま
で

大
垣
市
池
尻
町
字
小
島
一
二

〇
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
一

九
四
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

赤

坂

垂

井
線

路
線
名

四
百
十
七

号

大
垣
市
池
尻
町
字
小
島
一
二
〇
四

番
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
一
九
四

番
五
地
先
ま
で

区

間

大
垣
市
河
間
町
五
丁
目
五
〇
七
番

五
地
先
か
ら

同

市
池
尻
町
字
小
島
一
二
七
二

番
地
先
ま
で

���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･�
令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･��

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

令
和�･�･��



公

示

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号)

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
商
講
習

会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
家
畜
商
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号)

第

一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

開
催
の
日
時

令
和
六
年
十
一
月
二
十
八
日(

木)

の
午
前
八
時
五
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
同
月
二
十

九
日(

金)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

二

受
講
方
法

オ
ン
ラ
イ
ン
受
講
又
は
次
の
会
場
に
お
け
る
受
講

岐
阜
市
六
条
大
溝
四
丁
目
四
番
七
号

岐
阜
県
家
畜
商
協
同
組
合
事
務
所
二
階
研
修
指
導
室

三

講
習
科
目
及
び
時
間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四
時
間

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四
時
間

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六
時
間

四

受
講
申
込
み

受
講
希
望
者
は
、
次
の
画
像
デ
ー
タ
を
準
備
し
た
上
で
、
岐
阜
県
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https:

//w
w
w
.pref.gifu.lg.jp)

の
農
政
部
畜
産
振
興
課
の
ペ
ー
ジ
か
ら
受
講
申
込
画
面
に
進
み
、
必

要
な
情
報
を
入
力
し
て
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

１

写
真(

申
込
み
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
、
無
背
景
の
も
の)

２

家
畜
商
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
農
林
省
令
第
四
号)

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
な
資

格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
家
畜
商
法
施
行
令
第
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
講

習
時
間
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
免
許
証

一�
獣
医
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

獣
医
師
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第

七
条
第
二
項
の
獣
医
師
免
許
証

二�
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
九
号)

第
十
八
条
の
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証

五

受
講
手
数
料

三
千
七
百
円(

支
払
方
法
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
又
はPayPay

と
す
る
。)

六

申
込
期
間

令
和
六
年
十
月
一
日(

火)

午
前
九
時
か
ら
同
月
二
十
二
日(

火)

午
後
三
時
ま
で

七

そ
の
他

１

詳
細
は
、
岐
阜
県
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
農
政
部
畜
産
振
興
課
の
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
る｢

令
和
六

年
度
岐
阜
県
家
畜
商
講
習
会
開
催
要
綱｣

を
参
照
す
る
こ
と
。

２

四
の
方
法
に
よ
り
受
講
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
農
政
部
畜
産

振
興
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

３

こ
の
講
習
会
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
農
政
部
畜
産
振
興
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

各
務
原
線

路
線
名

各
務
原
市
那
加
長
塚
町
一
丁
目
一

二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
一
丁
目
一

四
五
番
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)
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坂
祝
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

土

地

改

良

区

名

令
和

六
・

九
・

五

認

可

年

月

日

令
和
六
年
九
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


